
「在籍型出向」を活用して労働者の雇用維持に取り組む事業主の皆さま、人材を活用したい事業主の皆さま

｢産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）｣をご活用ください

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向
により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して助成します。
※助成金の詳細は、「産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）ガイドブック」をご確認ください。

ガイドブックはこちら→

都道府県労働局・ハローワーク LL041215政01

・出向先事業主は１年度あたり500人が上限です
・出向元事業主（雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業からの送り出し）または出向先事業主

（異業種からの受け入れ）がそれぞれ一定の要件を満たす場合に加算

助成対象となる「出向」とは？

雇用調整を目的とする出向（新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なく
された事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向）が対象です。
また、出向した労働者は、出向期間修了後は、元の事業所に戻って働くことが前提です。
企業グループ内での出向も、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向である
ことなど、一定の要件を満たせば助成対象となります。
※労働者のスキルアップを目的として在籍型出向を行う場合は「産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）」を

ご活用ください。

助成の内容

①出向初期経費助成

【対象】出向元事業主と出向先事業主（企業グループ内出向の場合は支給されません）
【内容】出向前に、出向の成立に必要な措置※を行った場合に以下の額を助成

※就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、
出向者を受け入れるための機器や備品の整備（出向先のみ）など

助 成 額 加 算 額

出向元・出向先 各10万円／１人あたり（定額） 各５万円／１人あたり（定額）

②出向運営経費助成

【対象】出向元事業主と出向先事業主
【内容】出向中に必要な経費※の一部を最長２年まで助成

※賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など

助 成 率 中 小 企 業 中 小 企 業 以 外

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 ９／10 ３／４

出向元が労働者の解雇などを行っている場合 ４／５ ２／３

企 業 グ ル ー プ 内 出 向 の 場 合 ２／３ １／２

上 限 額（出向元・出向先の合計） 12,000円／１人１日あたり

③出向復帰後訓練助成

【対象】出向元事業主
【内容】出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる

訓練（off-JT）※を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成

※出向から復帰後３か月以内の訓練開始や、訓練期間は６か月以内などの要件があります

経 費 助 成 賃 金 助 成

助成内容 実費（上限30万円） １人１時間あたり900円（上限600時間）

・出向先事業主は１年度あたり500人が上限です



助成金を活用して「在籍型出向」で労働者のスキルアップに取り組みませんか

在籍型出向を活用し、「産業雇用安定助成金

（スキルアップ支援コース）」を受給しませんか？

「在籍型出向」では、自社にはない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。
労働者のスキルアップを在籍型出向で行い、条件を満たした場合には、出向元事業主に対し
ての助成金が支給されます。積極的にご活用ください。

ガイドブック

都道府県労働局・ハローワーク LL041202政01

助成対象となる「出向」とは？

助成の内容 対象：出向元事業主（企業グループ内出向の場合は支給されません）

中小企業 中小企業以外

助成率 ２／３ １／２

助成額
以下のいずれか低い額に助成率をかけた額（最長１年まで）
イ 出向労働者の出向中の賃金※１のうち出向元が負担する額
ロ 出向労働者の出向前の賃金の１／２の額

上限額
8,355円※２／１人１日当たり

（1事業所１年度あたり1,000万円まで）

※１ 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※２ 雇用保険の基本手当日額の最高額（令和４年8月1日時点）。毎年8月に改正されるためご注意ください。

助成額の算出例（イメージ）

労働者のスキルアップを目的とすること※

出向した労働者は、出向期間修了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること
労働者の出向復帰後６か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも５％以上上昇
させること。

※雇用の維持を図ることを目的として在籍型出向を行う場合は「産業雇用安定助成金（雇用維持支援
コース）」をご活用ください。

助成金の詳細はガイドブックをご確認ください。

以下のすべてに該当する出向を指します。

条件例：
• 出向元は中小企業
• 出向前の賃金日額、出向中の賃金日額はいずれも 9,000円
• 出向元賃金負担 3,600円、出向先賃金負担 5,400円 (出向元の賃金負担が4割)
• 出向復帰後の賃金日額 9,450円

助成率：２／３
助成額：2,400円（上限額の条件である日額8,355円以下も満たしている）
イ：3,600円
ロ：4,500円(9,000×1/2) となるため、低い額はイとなり、
具体的な金額は 3,600円×２／３＝2,400円



詳細はこちら

お問い合わせ先：厚生労働省山梨労働局 訓練室 ☎055-225-2861

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」には次のようなメニューがあります。

オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい

労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい

「人への投資促進コース」の他にも、訓練対象者(正規労働者や非正規労働者)にあわせて
助成金メニューをご用意しています。すべての訓練コースでオンライン(ｅラーニング)
による訓練も対象としています。
詳しくはウェブサイトをご覧いただくか山梨労働局訓練室までお問い合わせください。

人材開発支援助成金

「人への投資促進コース」

ITやデジタル分野で即戦力となる人材を育成したい

※情報通信業以外の事業主の方もご利用になれるコースがあります。お気軽にお問い合わせください。

情報技術分野(IT分野)認定併用職業訓練
IT分野未経験者を即戦力化するための訓練(OFF-JTとOJTの
組み合わせ型)を実施する事業主への高率助成

自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する
事業主への助成

定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる
訓練を社員に受けさせたい事業主への助成

１日２時間、従業員に
ｅラーニングでプログ
ラミングを学ばせた
い！！

簿記２級の資格取得
に向けて講座を受け
たい！！

OJTで
ITエンジニアを
育てたい！！

例

例

例

従業員の資格取得やスキルアップをサポートしたいけど
お金と時間がかかるからとあきらめていませんか？
そんなとき頼りになる助成金があります!!

経費助成率最大４５％

経費助成率最大６０％
(12/2～助成率アップしました！）

経費助成率最大６０％
賃金助成･OJT実施助成

経費助成率最大３０％

経費助成率最大４５％
(12/2～助成率アップしました！）


